
平成12年３月31日規則第26号 

多摩市介護保険施行規則（抄） 

 

第５章 介護保険運営協議会 

（委員の任期） 

第28条 条例第21条に規定する多摩市介護保険運営協議会（以下「協議会」という。）の委

員の任期は３年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げな

い。 

（会長及び副会長） 

第29条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第30条 協議会は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。 

（専門部会の設置） 

第31条 協議会の運営にあたっては、必要に応じ専門部会を設けることができる。 

（関係者の出席） 

第32条 会長は、協議会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を協議会に出席

させ、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることがで

きる。 

（会議の公開） 

第33条 会議は、公開とする。ただし、会長が公開を不適当と認めたときは、この限りでな

い。 

（庶務） 

第34条 協議会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。 
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